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主要な業務の状況を示す指標

資金運用収支の内訳 （単位：百万円　％）

平均残高 利　息 利　回
平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

資金運用勘定 480,331 493,161 503,687 5,575 5,640 5,575 1.16 1.14 1.10
　うち貸出金 193,960 200,062 201,747 3,949 3,987 3,920 2.03 1.99 1.94

　うち預け金 144,593 143,501 145,215 214 215 191 0.14 0.15 0.13

　うち買入金銭債権 104 294 668 0 1 3 0.28 0.53 0.54

　うち有価証券 139,662 147,292 154,043 1,360 1,385 1,410 0.97 0.94 0.91

資金調達勘定 448,363 459,758 468,703 168 143 127 0.03 0.03 0.02 

　うち預金積金 448,099 459,461 468,424 163 137 121 0.03 0.02 0.02 
　うち借用金 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）資金運用勘定は無利息預け金・金銭の信託の平均残高を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高及び信託運用見合費用をそれぞれ控除して表示しております。

業務粗利益・業務純益 （単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度

資金運用収支 5,406 5,496 5,447
　資金運用収益 5,575 5,640 5,575

　資金調達費用 168 143 127

役務取引等収支 196 183 158

　役務取引等収益 745 753 746

　役務取引等費用 548 569 587

その他業務収支 235 428 415

　その他業務収益 276 446 438

　その他業務費用 40 17 23

業務粗利益 5,839 6,108 6,021

業務粗利益率(%) 1.21 1.23 1.19

業務純益 2,177 2,375 2,233

実質業務純益 2,158 2,401 2,261

コア業務純益 1,954 1,987 1,871
コア業務純益

（投資信託解約損益を除く） 1,954 1,983 1,844

（注）1.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用を控除して表示しております。

諸比率・諸利回 （単位：％）

平成29年度 平成30年度 令和元年度

資金運用利回 1.16 1.14 1.10
資金調達原価率 0.85 0.83 0.82

総資金利鞘 0.30 0.30 0.27

総資産経常利益率 0.42 0.43 0.39

総資産当期利益率 0.30 0.31 0.29

貸出金利回 2.03 1.99 1.94

有価証券利回 0.97 0.94 0.91

預け金利回 0.14 0.15 0.13

預金利回 0.03 0.02 0.02

期末預貸率 44.52 44.23 44.13

期中平均預貸率 43.28 42.54 43.06

期末預証率 32.19 32.94 32.61
期中平均預証率 31.16 32.05 32.88

受取利息・支払利息の増減 （単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 126 ▲ 263 ▲ 136 192 ▲ 128 64 98 ▲ 163 ▲ 64
　うち貸出金 61 ▲ 154 ▲ 93 121 ▲ 83 37 32 ▲ 99 ▲ 67

　うち預け金 3 ▲ 35 ▲ 32 ▲ 1 2 0 2 ▲ 26 ▲ 24

　うち有価証券 63 ▲ 79 ▲ 16 71 ▲ 46 24 61 ▲ 37 24

　うちその他 ▲ 1 5 4 1 0 1 2 0 2

支払利息 3 ▲ 46 ▲ 42 3 ▲ 29 ▲ 26 2 ▲ 17 ▲ 15

　うち預金積金 3 ▲ 46 ▲ 42 3 ▲ 29 ▲ 26 2 ▲ 17 ▲ 15

　うち借用金 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
　うちその他 0 ▲ 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含めております。

2.業務粗利益率＝
 業務粗利益 

×100
 資金運用勘定平均残高
３．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
　 業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費を含まな

いこととしています。
　 また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額
（または取崩額）を含みます。

４．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
　実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。
５．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
　国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債権売却損、
　国債等債券償還損、国債等債券償却を通算した損益です。

（注）総資産経常（当期純）利益率＝
 経常（当期純）利益 

×100
 総資産（除く債務保証見返）平均残高

※記載金額で「-」は、該当金額なしを表示しております。
※記載金額で「０」は、該当金額があるものの単位未満の額を表示しております。
※記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示

～地域で最も信用、信頼される金融機関をめざして～
　「信用金庫法施行規則 第132条第1項第5号ニの規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に
定める事項」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に則り、開示いたします。

連結における事業年度の開示事項
　当金庫に関係する子会社等は、重要性の原則から判断して連結決算を行うべき子会社ではないことから、連結決算は行っておりませんが、連結
自己資本比率等を開示します。また、自己資本比率告示（平成18年3月27日金融庁告示第21号）の第6条第1項第2号イからハまでに掲げる控
除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本額を下回った会社はございません。

1． 自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されています。
　当金庫の自己資本調達手段の概要について、発行主体は西兵庫信用金庫、資本調達手段の種類は普通出資、コア資本に係る基礎項目の額に算入さ
れた額は969百万円であります。

●自己資本の構成に関する事項 （単体） （単位：百万円　％） （連結） （単位：百万円　％）

項　　　　　　　目 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

■コア資本に係る基礎項目 （１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 39,669 41,144 39,696 41,171

うち、出資金及び資本剰余金の額 969 969 969 969
うち、利益剰余金の額 38,739 40,213 38,766 40,241
うち、外部流出予定額（△） 38 38 38 38
うち、上記以外に該当するものの額 ― ― ― ―

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等 ― ― ― ―
うち、為替換算調整勘定 ― ― ― ―
うち、退職給付に係るものの額 ― ― ― ―

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 ― ― ― ―
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 163 195 163 195

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 163 195 163 195
うち、適格引当金コア資本算入額 ― ― ― ―

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ― ― ―
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、経過措置により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ― ― ―

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額のうち、経過措置によりコア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額 ― ― ― ―

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ― ― ―
コア資本に係る基礎項目の額 (イ) 39,833 41,339 39,860 41,366

■コア資本に係る調整項目 （2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 75 59 75 59

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 ― ― ― ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 75 59 75 59

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ― ― ― ―
適格引当金不足額 ― ― ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ― ― ― ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ― ― ―
退職給付に係る資産の額 ― ― ― ―
前払年金費用の額 ― ― ― ―
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ― ― ― ―
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ― ― ―
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 ― ― ― ―
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 ― ― ― ―
特定項目に係る 10 ％基準超過額 ― ― ― ―

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ― ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ― ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ― ― ―

特定項目に係る 15 ％基準超過額 ― ― ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ― ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ― ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ― ― ―

コア資本に係る調整項目の額(ロ) 75 59 75 59
■自己資本
自己資本の額［（イ）―（ロ）］（ハ） 39,757 41,279 39,784 41,307
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2． 自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　自己資本の充実度に関しまして、自己資本比率は国内基準である4％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保っております。また、当金
庫は、各エクスポージャーが一分野に集中することなく、リスク分散が図られていると評価しております。
　一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積上げを
第一義的な施策として考えております。なお、収支計画については、貸出金計画に基づいた利息収入や市場環境を踏まえた運用収益など、足元の
状況を十分に考慮した上で策定された収支計画であります。

●自己資本の充実度に関する事項 （単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

項　　　　　　　目
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

イ．信用リスク・アセット・所要自己資本の額の合計 198,148 7,925 206,390 8,255 198,140 7,925 206,384 8,255
① 標準的手法が適用されるポートフォリオごとの

エクスポージャー 196,621 7,864 203,273 8,130 196,613 7,864 203,268 8,130

現金 － － － － － － － －

我が国の中央政府及び中央銀行向け 100 4 200 8 100 4 200 8

外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － － － －

国際決済銀行等向け － － － － － － － －

我が国の地方公共団体向け 50 2 50 2 50 2 50 2

外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － － － － －

地方公共団体金融機構向け 136 5 90 3 136 5 90 3

我が国の政府関係機関向け 606 24 535 21 606 24 535 21

地方三公社向け － － 0 0 － － 0 0

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 37,444 1,497 41,045 1,641 37,444 1,497 41,045 1,641

法人等向け 69,005 2,760 68,697 2,747 69,005 2,760 68,697 2,747

中小企業等向け及び個人向け 39,567 1,582 40,867 1,634 39,567 1,582 40,867 1,634

抵当権付住宅ローン 7,809 312 7,336 293 7,809 312 7,336 293

不動産取得等事業向け 18,840 753 19,825 793 18,840 753 19,825 793

３カ月以上延滞等 597 23 496 19 597 23 496 19

取立未済手形 41 1 23 0 41 1 23 0

信用保証協会等による保証付 1,860 74 2,042 81 1,860 74 2,042 81

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 － － － － － － － －

出資等 2,395 95 3,242 129 2,385 95 3,242 129

出資等のエクスポージャー 2,395 95 3,242 129 2,385 95 3,242 129

重要な出資のエクスポージャー － － － － － － － －

●自己資本の構成に関する事項 （単体） （単位：百万円　％） （連結） （単位：百万円　％）

項　　　　　　　目 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

■リスク・アセット等 (３)

信用リスク・アセットの額の合計額 198,148 206,390 198,140 206,384
資産（オン・バランス）項目 193,430 201,345 193,423 201,340

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 ▲ 1,425 ▲ 1,425 ▲ 1,425 ▲ 1,425

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） ― ― ― ―

うち、繰延税金資産 ― ― ― ―

うち、前払年金費用 ― ― ― ―

うち、退職給付に係る資産の額 ― ― ― ―
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段向けエクスポージャーに係る経過措置を用いて算
出したリスク・アセットの額から経過措置を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除した額 ▲ 1,425 ▲ 1,425 ▲ 1,425 ▲ 1,425

うち、上記以外に該当するものの額 ― ― － ―

オフ・バランス項目 4,689 4,944 4,689 4,944

CVAリスク相当額を8%で除して得た額 28 99 28 99

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 ― ― ― ―

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額 10,963 10,885 10,963 10,885

信用リスク・アセット調整額 ― ― ― ―
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ― ― ― ―

リスク・アセット等の額の合計額(ニ) 209,111 217,275 209,104 217,270

■自己資本比率

自己資本比率［（ハ）／（ニ）］ 19.01% 18.99% 19.02% 19.01%
※ 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89 条第１項において準用する銀行法第 14 条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本

の充実の状況が適当であるかどうかを判断する ための基準（平成 18 年金融庁告示第 21 号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準金庫であります。
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3． 信用リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失を受けるリスクのことをいいます。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、安全性、公共性、流動性、成長性、収益性の5原則に則っ
た厳正な与信判断を行なうべく、与信業務の普遍的かつ基本的な理念･指針･規範等を明示した「与信取引の基本的考え方に関する規程（クレ
ジットポリシー）」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管理を徹底しています。
　信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ管理として、信用格付別や自己査定による債務者区分
別、業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のため大ロ与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力しております。
　また、当金庫では、リスク計測にあたって、信用リスク計測システムを導入し、リスクの計量化に向けて取り組んでいます｡
　個別案件の審査･与信管理にあたりましては、審査管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く体制としています。さらに、経
営陣によるＡＬＭ委員会や審査会等を定期的かつ、必要に応じて開催し、信用リスク管理･運営における重要事項を審議しています。以上の相
互牽制機能、経営陣による審議に加え、与信監査部門が与信運営にかかる妥当性の検証を実施することにより、適切な与信運営を実施する管
理態勢を構築しています。
　信用コストである貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却･引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに算定しております。一

●自己資本の充実度に関する事項 （単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

項　　　　　　　目
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

上記以外 18,166 726 18,819 752 18,168 726 18,824 752

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象
普通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に
該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

8,136 325 8,637 345 8,136 325 8,637 345

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア
資本に係る調整項目の額に算入されなかった部
分に係るエクスポージャー

2,011 80 2,011 80 2,011 80 2,011 80

特定項目のうち調整項目に算入されない部分に
係るエクスポージャー 2,723 108 2,681 107 2,723 108 2,681 107

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を
保有している他の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

－ － － － － － － －

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有し
ていない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関
連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に
係る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

－ － － － － － － －

上記以外のエクスポージャー 5,294 211 5,488 219 5,296 211 5,495 219
②証券化エクスポージャー － － － － － － － －

証券化
STC要件適用分 － － － － － － － －
非STC要件適用分 － － － － － － － －

再証券化 － － － － － － － －
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクス
ポージャー 2,923 116 4,442 177 2,923 116 4,442 177

ルック・スルー方式 2,923 116 4,442 177 2,923 116 4,442 177
マンデート方式 － － － － － － － －
蓋然性方式（250％） － － － － － － － －
蓋然性方式（400％） － － － － － － － －
フォールバック方式（1250％） － － － － － － － －

④ 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるも
のの額 － － － － － － － －

⑤ 他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエク
スポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの
額にされなかったものの額

▲ 1,425 ▲ 57 ▲ 1,425 ▲ 57 ▲ 1,425 ▲ 57 ▲ 1,425 ▲ 57

⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 28 1 99 3 28 1 99 3

⑦中央清算機関関連エクスポージャー ― ― ― ― ― ― ― ―
ロ． オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除し

て得た額 10,963 438 10,885 435 10,963 438 10,885 435

ハ．総所要自己資本額（イ＋ロ） 209,111 8,364 217,275 8,691 209,104 8,364 217,270 8,690
（注） １．所要自己資本の額＝リスクアセット×４％

２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
３．「３カ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向

け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
４．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナルリスク相当額を算定しています。

5．総所要自己資本額＝自己資本比率の分母の額×４％

   ＜オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞

  粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
　  直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数　

32



2020 DISCLOSURE

信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）
イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

（単体） （単位：百万円）

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３カ月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

債　券 株式等 デリバティブ取引

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

国　内 485,943 495,630 214,571 219,223 121,161 117,838 8,018 14,287 ― ― 1,441 1,488
国　外 20,466 23,162 ― ― 20,466 23,162 ― ― ― ― ― ―

地域別合計 506,409 518,792 214,571 219,223 141,627 141,001 8,018 14,287 ― ― 1,441 1,488

製造業 41,747 43,518 20,608 20,078 20,248 22,446 890 993 ― ― 440 467
農業、林業 669 703 669 703 ― ― ― ― ― ― 1 ―

漁　業 68 66 68 66 ― ― ― ― ― ― ― ―

鉱業、採石業、砂利採取業 59 80 33 46 ― ― 26 33 ― ― ― ―

建設業 31,993 32,389 30,012 29,682 1,901 2,607 79 99 ― ― 157 108

電気・ガス・熱供給・水道業 7,397 6,871 74 153 7,323 6,718 ― ― ― ― ― ―

情報通信業 1,487 2,321 145 125 1,204 2,023 137 173 ― ― ― ―

運輸業、郵便業 11,657 12,274 3,510 3,633 8,044 8,540 102 99 ― ― ― ―

卸売業、小売業 23,593 24,574 18,357 18,517 5,036 5,839 199 217 ― ― 267 286

金融業、保険業 175,113 180,994 9,530 12,026 23,049 24,304 340 382 ― ― 113 95

不動産業 47,828 50,534 35,769 37,402 12,011 13,083 47 47 ― ― 81 88

物品賃貸業 1,267 1,152 1,267 1,152 ― ― ― ― ― ― ― ―

学術研究、専門･技術サービス業 1,039 1,043 1,039 1,043 ― ― ― ― ― ― 1 ―

宿泊業 1,321 756 1,321 756 ― ― ― ― ― ― ― ―

飲食業 2,993 3,076 2,993 3,076 ― ― ― ― ― ― 2 ―

生活関連サービス業、娯楽業 3,244 3,620 3,244 3,620 ― ― ― ― ― ― 130 128

教育、学習支援業 573 526 573 526 ― ― ― ― ― ― ― 56

医療・福祉 7,000 7,454 7,000 7,454 ― ― ― ― ― ― ― 40

その他のサービス業 8,185 8,997 7,625 8,353 503 603 57 40 ― ― 58 56

国・地方公共団体等 71,897 65,492 13,899 14,261 57,998 51,231 ― ― ― ― ― ―

個　人 49,655 49,486 49,655 49,486 ― ― ― ― ― ― 186 161
その他 17,613 22,855 7,170 7,052 4,305 3,602 6,137 12,200 ― ― ― ―

業種別合計 506,409 518,792 214,571 219,223 141,627 141,001 8,018 14,287 ― ― 1,441 1,488

１年以下 90,347 104,139 35,120 37,163 10,693 13,736 400 ― ― ―
１年超３年以下 122,867 107,197 19,921 18,065 32,045 23,332 1,000 800 ― ―

３年超５年以下 35,302 33,612 19,313 20,182 15,588 12,029 400 1,401 ― ―

５年超７年以下 36,957 42,121 22,736 22,559 14,020 18,261 201 1,300 ― ―

７年超１０年以下 77,881 70,918 28,855 31,614 31,225 29,903 1,800 3,400 ― ―

１０年超 120,125 131,608 80,071 81,270 38,054 43,737 ― 600 ― ―
期間の定めのないもの 22,928 29,194 8,553 8,366 ― ― 4,216 6,785 ― ―

残存期間別合計 506,409 518,792 214,571 219,223 141,627 141,001 8,018 14,287 ― ―

（注） １．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
２．「３カ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。
４．ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
5.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

般貸倒引当金にあたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権額にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じ
て算出しております。また、個別貸倒引当金に関しては、実質破綻先及び破綻先は帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額を計上しております。破綻懸念先については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込
額を控除した残額（以下「未保全額」）に対し貸倒実績率に基づく予想損失率を乗じて貸倒引当金を計上しており、平成22年度からは未保全額
が一定額以上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ･フローを合理的に見積もることができる債権について
は、当該キャッシュ･フローを約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価格との差額により貸倒引当金を計上しております。なお、それぞれの
結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は次の4つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の
使い分けは行っておりません。　　●Ｒ＆Ｉ　●ＪＣＲ　●Ｓ＆Ｐ　●Ｍｏｏｄｙ’s
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（連結） （単位：百万円）

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３カ月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

債　券 株式等 デリバティブ取引

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度
国　内 485,933 495,630 214,571 219,223 121,161 117,838 8,008 14,287 ― ― 1,441 1,488
国　外 20,466 23,162 ― ― 20,466 23,162 ― ― ― ― ― ―
地域別合計 506,399 518,792 214,571 219,223 141,627 141,001 8,008 14,287 ― ― 1,441 1,488
製造業 41,747 43,518 20,608 20,078 20,248 22,446 890 993 ― ― 440 467
農業、林業 669 703 669 703 ― ― ― ― ― ― 1 ―
漁　業 68 66 68 66 ― ― ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 59 80 33 46 ― ― 26 33 ― ― ― ―
建設業 31,993 32,389 30,012 29,682 1,901 2,607 79 99 ― ― 157 108
電気・ガス・熱供給・水道業 7,397 6,871 74 153 7,323 6,718 ― ― ― ― ― ―
情報通信業 1,487 2,321 145 125 1,204 2,023 137 173 ― ― ― ―
運輸業、郵便業 11,657 12,274 3,510 3,633 8,044 8,540 102 99 ― ― ― ―
卸売業、小売業 23,593 24,574 18,357 18,517 5,036 5,839 199 217 ― ― 267 286
金融業、保険業 175,113 180,994 9,530 12,026 23,049 24,304 340 382 ― ― 113 95
不動産業 47,828 50,534 35,769 37,402 12,011 13,083 47 47 ― ― 81 88
物品賃貸業 1,267 1,152 1,267 1,152 ― ― ― ― ― ― ― ―
学術研究、専門･技術サービス業 1,039 1,043 1,039 1,043 ― ― ― ― ― ― 1 ―
宿泊業 1,321 756 1,321 756 ― ― ― ― ― ― ― ―
飲食業 2,993 3,076 2,993 3,076 ― ― ― ― ― ― 2 ―
生活関連サービス業、娯楽業 3,244 3,620 3,244 3,620 ― ― ― ― ― ― 130 128
教育、学習支援業 573 526 573 526 ― ― ― ― ― ― ― 56
医療・福祉 7,000 7,454 7,000 7,454 ― ― ― ― ― ― ― 40
その他のサービス業 8,175 8,987 7,625 8,353 503 603 47 30 ― ― 58 56
国・地方公共団体等 71,897 65,492 13,899 14,261 57,998 51,231 ― ― ― ― ― ―
個　人 49,655 49,486 49,655 49,486 ― ― ― ― ― ― 186 161
その他 17,613 22,855 7,170 7,052 4,305 3,602 6,137 12,200 ― ― ― ―
業種別合計 506,399 518,782 214,571 219,223 141,627 141,001 8,008 14,277 ― ― 1,441 1,488
１年以下 90,347 104,139 35,120 37,163 10,693 13,736 400 ― ― ―
１年超３年以下 122,867 107,197 19,921 18,065 32,045 23,332 1,000 800 ― ―
３年超５年以下 35,302 33,612 19,313 20,182 15,588 12,029 400 1,401 ― ―
５年超７年以下 36,957 42,121 22,736 22,559 14,020 18,261 201 1,300 ― ―
７年超１０年以下 77,881 70,918 28,855 31,614 31,225 29,903 1,800 3,400 ― ―
１０年超 120,125 131,608 80,071 81,270 38,054 43,737 ― 600 ― ―
期間の定めのないもの 22,918 29,184 8,553 8,366 ― ― 4,206 6,775 ― ―
残存期間別合計 506,399 518,782 214,571 219,223 141,627 141,001 8,008 14,277 ― ―

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

期首残高 当期
増加額

当期減少額
期末残高 期首残高 当期

増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金
平成30年度 130 157 ― 130 157 130 157 ― 130 157
令和元年度 157 185 ― 157 185 157 185 ― 157 185

個別貸倒引当金
平成30年度 3,117 3,185 60 3,056 3,185 3,117 3,185 60 3,056 3,185
令和元年度 3,185 3,125 78 3,106 3,125 3,185 3,125 78 3,106 3,125

合　　計
平成30年度 3,247 3,342 60 3,187 3,342 3,247 3,342 60 3,187 3,342
平成30年度 3,342 3,310 78 3,264 3,310 3,342 3,310 78 3,264 3,310

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
（単体） （単位：百万円）

個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

国　内 3,117 3,185 3,185 3,125 56 61 3,060 3,124 3,185 3,125 ― 0
国　外 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
地域別合計 3,117 3,185 3,185 3,125 56 61 3,060 3,124 3,185 3,125 ― 0
製造業 558 570 570 588 ― ― 558 570 570 588 ― ―
農業、林業 67 39 39 9 ― ― 67 39 39 9 ― ―
漁　業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
建設業 1,028 1,073 1,073 1,005 9 36 1,018 1,037 1,073 1,005 ― ―
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（連結） （単位：百万円）

個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

国　内 3,117 3,185 3,185 3,125 56 61 3,060 3,124 3,185 3,125 ― 0
国　外 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
地域別合計 3,117 3,185 3,185 3,125 56 61 3,060 3,124 3,185 3,125 ― 0
製造業 558 570 570 588 ― ― 558 570 570 588 ― ―
農業、林業 67 39 39 9 ― ― 67 39 39 9 ― ―
漁　業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
建設業 1,028 1,073 1,073 1,005 9 36 1,018 1,037 1,073 1,005 ― ―
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
情報通信業 8 9 9 10 ― ― 8 9 9 10 ― ―
運輸業、郵便業 2 5 5 3 ― ― 2 5 5 3 ― ―
卸売業、小売業 271 262 262 255 38 22 233 240 262 255 ― ―
金融業、保険業 20 17 17 15 8 ― 11 17 17 15 ― ―
不動産業 786 815 815 838 ― ― 786 815 815 838 ― ―
物品賃貸業 23 20 20 19 ― ― 23 20 20 19 ― ―
学術研究、専門･技術サービス業 8 8 8 8 ― ― 8 8 8 8 ― ―
宿泊業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
飲食業 43 45 45 43 ― 2 43 43 45 43 ― 0
生活関連サービス業、娯楽業 138 135 135 132 ― ― 138 135 135 132 ― ―
教育、学習支援業 ― ― ― 11 ― ― ― ― ― 11 ― ―
医療・福祉 0 ― ― 24 ― ― 0 ― ― 24 ― ―
その他のサービス業 41 48 48 38 ― ― 41 48 48 38 ― ―
国・地方公共団体等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
個　人 115 132 132 119 ― ― 115 132 132 119 ― ―

合　　計 3,117 3,185 3,185 3,125 56 61 3,060 3,124 3,185 3,125 ― 0

二．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

告示で定める
リスク･ウェイト区分（％）

エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し
0% 3,942 75,754 3,535 70,981 3,942 75,754 3,535 70,981

10% ― 26,126 ― 26,763 ― 26,126 ― 26,763
20% 17,768 165,119 18,216 175,580 17,768 165,119 18,216 175,580

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
（単体） （単位：百万円）

個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度
電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
情報通信業 8 9 9 10 ― ― 8 9 9 10 ― ―
運輸業、郵便業 2 5 5 3 ― ― 2 5 5 3 ― ―
卸売業、小売業 271 262 262 255 38 22 233 240 262 255 ― ―
金融業、保険業 20 17 17 15 8 ― 11 17 17 15 ― ―
不動産業 786 815 815 838 ― ― 786 815 815 838 ― ―
物品賃貸業 23 20 20 19 ― ― 23 20 20 19 ― ―
学術研究、専門･技術サービス業 8 8 8 8 ― ― 8 8 8 8 ― ―
宿泊業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
飲食業 43 45 45 43 ― 2 43 43 45 43 ― 0
生活関連サービス業、娯楽業 138 135 135 132 ― ― 138 135 135 132 ― ―
教育、学習支援業 ― ― ― 11 ― ― ― ― ― 11 ― ―
医療・福祉 0 ― ― 24 ― ― 0 ― ― 24 ― ―
その他のサービス業 41 48 48 38 ― ― 41 48 48 38 ― ―
国・地方公共団体等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
個　人 115 132 132 119 ― ― 115 132 132 119 ― ―

合　　計 3,117 3,185 3,185 3,125 56 61 3,060 3,124 3,185 3,125 ― 0
（注） １．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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二．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

告示で定める
リスク･ウェイト区分（％）

エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し
35% 300 22,702 1,001 21,312 300 22,702 1,001 21,312
50% 36,864 26,031 41,360 27,669 36,864 26,031 41,360 27,669
75% 200 45,309 500 45,334 200 45,309 500 45,334

100% 3,152 88,654 12,626 82,439 3,152 88,647 12,626 82,434
150% ― 0 ― 2,103 ― 0 ― 2,103
200% ― ― ― ― ― ― ― ―
250% ― 3,617 ― 3,889 ― 3,617 ― 3,889

1,250% ― ― ― ― ― ― ― ―
合　　計 515,546 533,316 515,538 533,311

（注） １．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

4． 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより受ける損失（信用リスク）を軽減するために、取引先によっては、
不動産等担保や信用保証協会保証による保全措置を講じております。ただし、これはあくまでも補完的措置であり、資金使途、返済原資、財務
内容、事業環境､経営者の資質など、さまざまな角度から判断を行っております。ただし与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客
様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証等があ
りますが、その手続については、金庫が定める「融資事務取扱要領」及び「不動産担保評価・管理要領」等により、適切な事務取扱い及び適正な
評価を行っております。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替、デリバティブ取引に関して、お客様が期限の利益を失われた場合には、
当該与信取引の範囲において､預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、各種約定書等に基づき、法的に
有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。
　なお、バーゼルⅡで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証として、地方公共団体、商工組合中央金庫、
その他未担保預金等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、商工組合中央金庫は金融機関エクスポージャーとして、
一般社団法人しんきん保証基金等は適格格付機関が付与している格付により判定をしています。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。

5． 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
　派生商品取引には、市場の変動により損失を受ける可能性のある市場リスクや、取引相手方が支払不能になることにより損失を受ける可能
性のある信用リスクが内包されております。
　市場リスクヘの対応は、派生商品取引により受けるリスクと保有する資産・負債が受けるリスクが相殺されるよう管理して、信用リスクヘの対
応としては、リスク管理の観点から、担保による保全を図り、金庫が定める「償却・引当基準」に則った適正な引当金を計上します。お客様との取
引については、総与信取引における保全枠との一体的な管理により与信判断を行うことでリスクを限定し、適切な保全措置を講じます。
　その他、有価証券関連取引については、有価証券にかかる投資方針の中で定めている投資枠内での取引に限定するとともに、万一、取引相
手に対して担保を追加提供する必要が生じたとしても、提供可能な資産を十分保有しており、影響は限定的であります。
　なお、リスク資本及び与信限度額の割当については、当金庫で定める「統合リスク管理規程」等に則り、適切に管理しております。統合リスク
管理については、金庫全体のリスク許容限度内で配賦されたリスク資本（自己資本比率を8％維持できる自己資本額を控除した残り）を各リス
クカテゴリー毎に割振り統合的リスク管理態勢の構築を進めております｡
　当金庫では現在、派生商品取引及び長期決済期間取引は該当ありません。

6． 証券化エクスポージャーに関する事項
（1）リスク管理の方針及びリスク特性の概要

　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三者に売
却して流動化をすることを指します。
　一般的には証券の裏付となる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類されますが、当金庫に
おいては、有価証券投資の一環として購入したものが大半であり、オリジネーターとしての証券化取引は行っておりません。
　当該証券投資にかかるリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報などにより把
握するとともに、必要に応じてＡＬＭ委員会等に諮り、適切なリスク管理に努めております。また、証券化商品への投資は、資金運用基準の中で
定める投資枠内での取引に限定するとともに、取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用規程」に基づき、投資対象を一定の信用力を有す
るものとするなど、適正な運用・管理を行っています。
　なお、証券化エクスポージャーに区分される投資及びオリジネーターの種類は、以下のとおりです。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

信用リスク
削減手法

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ 適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

信用リスク削減手法が
適用されたエクスポージャー 11,729 11,590 28,531 29,861 ― ― 11,729 11,590 28,531 29,861 ― ―

（注） 当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

ポートフォリオ
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7． 銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の
　  方針及び手続の概要

　銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、上場優先出
資証券、株式関連投資信託、その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金が該当します。
　そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（ＶaＲ）による
リスク計測を開始する等によって把握するとともに、運用状況に応じてＡＬＭ委員会等に諮り投資継続の是非を協議するなど、適切なリスク管
理に努めております。また、株式関連商品への投資は、証券化商品と同様、有価証券にかかる運用方針の中で定める投資枠内での取引に限定
するとともに、基本的には債券投資のヘッジ資産として位置付けており、ポートフォリオ全体のリスク・バランスに配慮した運用を心掛けており
ます。なお、取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用規程」や「資金運用基準」に基づいた厳格な運用・管理を行っております。
　非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金に関しては、当金庫が定める「資金運
用規程」などに基づいた適正な運用・管理を行っております。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタ
リングを実施するとともに、その状況については、適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券等会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関
する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

イ．貸借対照表計上額及び時価等
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

区　分
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

貸借対照表計上額 時　価 貸借対照表計上額 時　価 連結貸借対照表計上額 時　価 連結貸借対照表計上額 時　価
上場株式等 2,805 2,805 2,400 2,400 2,805 2,805 2,400 2,400
非上場株式等 29 29 28 28 19 19 18 18

合　　計 2,835 2,835 2,428 2,428 2,825 2,825 2,418 2,418
（注） 上記には投資信託中の出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額が含まれています。

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度
売却益 78 44 78 44
売却損 － － － －
償　却 3 55 3 55

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度
評価損益 ▲ 59 ▲ 531 ▲ 59 ▲ 531

 ＜投資＞
 1）売掛債権を裏付とする信託受益権 4）貸付債権を裏付とする信託受益権  7）債券を裏付とする信託受益権
 2）手形債権を裏付とする信託受益権 5）商業用不動産を裏付とする信託受益権　　
 3）リース料債権を裏付とする信託受益権 6）居住用不動産を裏付とする信託受益権
 ＜オリジネーター＞
 1） 資産譲渡型 2）合成型（シンセティック型）
　当金庫はオリジネーターとしての証券化エクスポージャーは該当がありません。また、投資家としてのエクスポージャーも保有しておりません。

①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
 該当する取引はありません。

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等
 該当する取引はありません。

③保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
 該当する取引はありません。

（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は標準的手法を採用しております。

（3）証券化取引に関する会計方針
　当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券等会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実
務指針」に従った、適正な処理を行っております。

（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は次の4機関を採用しています。なお、投資の種類ごとに適格格
付機関の使分けは行っておりません。
●Ｒ＆Ｉ　●ＪＣＲ　●Ｓ＆Ｐ　●Ｍｏｏｄｙ’s
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 （単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）
平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

ルック・スルー方式を適用する
エクスポージャー 5,626 11,051 5,626 11,051

マンデート方式を適用する
エクスポージャー ― ― ― ―

蓋然性方式（250％）を適用する
エクスポージャー ― ― ― ―

蓋然性方式（400％）を適用する
エクスポージャー ― ― ― ―

フォールバック方式（1250％）を適用する
エクスポージャー ― ― ― ―

ニ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

区　分 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

評価損益 ― ― ― ―

8． リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

9． 銀行勘定における金利リスクに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

①リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明
　当金庫では、トレーディング取引等を含む金利リスクについて、市場リスクの一つとして管理しています。また、金利リスクのうち、銀行勘定の
金利リスク（以下、IRRBB：Interest Rate Risk in the Banking Book※）については、個別の管理指標の設定やモニタリング体制の整備
などにより、厳正な管理に努めています。
　また、金利リスクについては、原則として連結で管理・計測していますが、IRRBBについては、重要性の観点より連結のIRRBBと銀行単体の
IRRBBを等しいものと見なしています。（※IRRBBとは、市場リスクのうち、トレーディング取引等を除くすべての金利感応度資産・負債、オフ
バランス取引に係る金利リスクをいいます。）
②リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明
　当金庫では、ＡＬＭ管理体制のもと、自己資本に対するIRRBBの比率にアラームポイント設定し管理することで、健全性の確保に努めています。
③金利リスク計測の頻度
　毎月末を基準日として、月次でIRRBBを計測しています。
④ヘッジ等金利リスクの削減手法（ヘッジ手段の会計上の取扱いを含む）に関する説明
　当金庫では、金利上昇リスクの軽減に主眼を置き、スワップ取引等を活用する「ＡＬＭヘッジ」と、金利上昇・価格下落、為替リスクの軽減に主
眼を置き、先物・オプション・スワップ取引等を活用する「個別・包括ヘッジ」を主なヘッジ手段としています。
　また、当金庫の金融資産・負債から生じる金利に対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監
査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に規定する繰延ヘッジによっています。ヘッジ有効性評価の方法につい
ては、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間ごとに
グルーピングのうえ特定し評価しています。
　また、上記以外の一部の資産・負債について、繰延ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っています。

（２）金利リスクの算定手法の概要
① 開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE（注１）及びΔNII（注２）並びに銀行がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する

事項
（注1）IRRBBのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものであって、開示告示に定められた金利ショックにより
計算されるものをいいます。

（注２）IRRBBのうち、金利ショックに対する算出基準日から12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものであっ
て、開示告示に定まめられた金利ショックにより計算されるものをいいます。

（ⅰ）流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。

（ⅱ）流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。

（ⅲ）流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提
流動性預金への満期の割当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

（ⅳ）固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
 固定金利貸出の期限前償還及び定期預金の期限前解約については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

（ⅴ）複数の通貨の集計方法及びその前提
当金庫では、IRRBBの算出にあたり、通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。なお、金利リスクの合算において、通貨間
の相関等は考慮していません。また、重要性の観点より、一部の通貨については金利改定満期に基づくキャッシュ・フローを他の通貨に集
約して、金利リスクを算出しています。

（ⅵ）スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるか否か）
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10． オペレーショナル・リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであり、当金庫では「リスク管理の基本方針」を踏まえ、組織体制、管理
の仕組みを整備するとともに、定期的に収集したデータの分析・評価を行い、リスクの発生の未然防止及び発生時の影響度の極小化に努めて
います。
　特に、事務リスク管理については、「事務リスク管理方針」に基づき本部・営業店が一体となり、その遵守を心掛けることはもちろんのこと、日
頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制機能としての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めております。
　システム・リスクについては、「システム・リスク管理方針」に基づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし定期的な点検・検査、さらには
システム監査を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。
　その他のリスクについては、苦情相談窓口の設置による苦情に対する適切な対応、個人情報及び情報セキュリティ体制の整備、さらには各種
リスク商品等に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管理態勢の整備に努めております。
　また、これらリスクに関しましては、ＡＬＭ委員会等、各種委員会において、協議・検討するとともに、必要に応じて理事会等に報告する態勢を
整備しております。

（２）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫は基礎的手法を採用しております。

（単位：百万円）

IRRBB１：金利リスク

項　目
ΔEVE ΔNII

当期末 前期末 当期末 前期末

1 上方パラレルシフト 12,201 10,712 0

2 下方パラレルシフト 0 4 24

3 スティープ化 11,478 8,921

4 フラット化 0 4

5 短期金利上昇 93 669

6 短期金利低下 0 4

7 最大値 12,201 10,712 24

8 自己資本の額 41,279 39,757 41,279 39,757

（注）１．金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
　　２．「金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第3号（2019年2月18日）による改正を受け、2019年3月末から金利リスクの定義と計測方法等が変更になりました。
　　3．ΔNIIに係る開示は開示初年度につき、当期末分のみを開示しております。

当金庫では、IRRBBの算出にあたり、割引金利にスプレッドを含めず、キャッシュ・フローにスプレッドを含めて算出しています。
（ⅶ）内部モデルの使用等、ΔEVE及びΔNIIに重大な影響を及ぼすその他の前提

内部モデルは、使用していません。
（ⅷ）前事業年度末の開示からの変動に関する説明

開示初年度であるため記載していません。
（ⅸ）計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

当期の重要性テスト結果は、監督上の基準値である20％に対し、問題のない水準となっています。
なお、当金庫では重要性の観点より、ストレス時に大きな影響を与えると考えられる資産・負債をIRRBBの計測対象としており、その選別
にあたっては定量的な基準（銀行の資産・負債の５％程度）に加えて、定性的な影響等を考慮しています。

②銀行が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対
象となるΔEVE及びΔNII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利に関する事項

（ⅰ）金利ショックに関する説明
ΔEVE及びΔＮＩＩ以外の金利リスクを計測する場合の金利ショックについては、過去の事例や、景気シナリオに基づく金利変動としていま
す。

（ⅱ）金利リスク計測の前提及びその意味（特に、開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔＮＩＩと大きく異なる点）
当金庫では、リスク資本配賦制度の一環として、金利リスクをVaRなどにより管理しており、預貸金や債権のVaRに基づくリスク量に上
限ガイドラインを設定しています。
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役職員の報酬体系の開示
１．対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」
及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

（１）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。そのう
えで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定してお
ります。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰
労金の支払いに関して、決定方法等について規程で定めております。

（２）令和元年度における対象役員に対する報酬等の支払総額は207百万円です。
 (注) １. 対象役員に該当する理事は11名、監事は1名です（期中に退任した者を含む）。
 ２. 上記の内訳は、「基本報酬」134百万円、「賞与」25百万円、「退職慰労金」47百万円となっております。なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰

属する部分の金額（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金
（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

 3. 使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（３）その他
「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるもの
として金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成２４年３月２９日付金融庁告示第２２号）第３条第１項第３号及び第５号並びに第２項第３号及び第５号に該当す
る事項はありませんでした。

２．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受け
る報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。なお、令和元年度において、対象職員等に該当す
る者はいませんでした。
 (注) １. 対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
 ２. 「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対して２％以上の資産を有する会社等をいいます。なお、令和元年度において

は、該当する会社はありませんでした。
 3. 「同等額」は、令和元年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
 4. 令和元年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。
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